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税
理
士
法
の
改
正
を
含
む
「
所
得
税

法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
」が
、

３
月
�
日
の
参
議
院
本
会
議
で
可
決
・

成
立
い
た
し
ま
し
た
。

　
税
理
士
制
度
の
淵
源
で
あ
る
税
務
代

理
士
法
の
制
定
か
ら
�
年
と
い
う
節
目

の
年
に
税
理
士
法
改
正
が
実
現
し
た
こ

と
は
、
誠
に
感
慨
深
い
も
の

が
あ
り
ま
す
。
関
係
国
会
議

員
並
び
に
行
政
当
局
に
は
、

そ
の
都
度
適
切
な
ご
助
言
、

ご
指
導
を
賜
り
衷
心
よ
り
厚

く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
ま

た
、
各
税
理
士
会
及
び
会
員

各
位
並
び
に
日
本
税
理
士
政

治
連
盟
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
税
理
士

法
改
正
の
実
現
に
向
け
て
一
致
団
結
し

た
ご
支
援
、
ご
協
力
を
賜
り
深
謝
申
し

上
げ
ま
す
。

　
平
成
�
年
税
理
士
法
改
正
以
降
、
Ｄ

Ｘ
の
進
展
や
デ
ジ
タ
ル
社
会
形
成
基
本

法
の
制
定
な
ど
、
コ
ロ
ナ
禍
に
よ
る
影

響
も
相
ま
っ
て
、
経
済
社
会
全
体
に
デ

ジ
タ
ル
化
の
波
が
大
き
く
押
し
寄
せ
て

い
ま
す
。
ま
た
、
税
理
士
試
験
受
験
者

数
の
減
少
傾
向
に
歯
止
め
が
か
か
ら

ず
、
試
験
制
度
の
見
直
し
に
加
え
、
税

理
士
制
度
が
国
民
・
納
税
者
に
よ
り
一

層
信
頼
さ
れ
る
制
度
と
し
て
、
将
来
に

わ
た
り
維
持
・
発
展
し
て
い
く
た
め
の

制
度
改
革
の
必
要
性
が
高
ま
っ
て
い
ま

し
た
。

　
今
回
の
改
正
で
は
、
税
理
士
の
業
務

環
境
や
納
税
環
境
の
電
子
化
と
い
っ

た
、
税
理
士
を
取
り
巻
く
状
況
の
変
化

に
的
確
に
対
応
す
る
と
と
も
に
、
多
様

な
人
材
の
確
保
や
、
国
民
・
納
税
者
の

税
理
士
に
対
す
る
信
頼
と
納
税
者
利
便

の
向
上
を
図
る
観
点
か
ら
、
数
多
く
の

重
要
な
見
直
し
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
特
に
、
税
理
士
の
業
務
の
デ
ジ
タ
ル

化
に
つ
い
て
は
、
改
正
電
子
帳
簿
保
存

法
や
電
子
イ
ン
ボ
イ
ス
へ
の
対
応
等
が

喫
緊
の
課
題
と
さ
れ
る
中
、税
理
士
は
、

一
事
業
者
と
し
て
、
事
業
者
を
支
援
す

る
専
門
家
と
し
て
、
新
し
い
時
代
に
向

け
て
先
頭
に
立
っ
て
納
税
者
利
便
の
向

上
と
業
務
の
改
善
進
歩
に
取
り
組
む
と

と
も
に
、
テ
レ
ワ
ー
ク
や
サ
テ
ラ
イ
ト

ワ
ー
ク
等
の
業
務
執
行
の
多
様
化
に
対

応
す
る
必
要
が
あ
り
、今
回
の
改
正
は
、

そ
の
礎
と
な
る
極
め
て
意
義
の
あ
る
も

の
で
あ
り
ま
す
。

　
ま
た
、
受
験
資
格
要
件
の
緩
和
に
つ

い
て
は
、
受
験
へ
の
フ
ァ
ー
ス
ト
タ
ッ

チ
を
早
め
る
た
め
の
改
正
で
あ
り
、
就

職
活
動
が
始
ま
る
大
学
３
年
次
ま
で
に

会
計
学
科
目
に
合
格
し
て
い
る
状
況
が

増
加
す
る
こ
と
を
想
定
し
、
就
職
先
や

職
業
の
選
択
に
お
い
て
、
税
理
士
事
務

所
や
税
理
士
に
目
が
向
く
効
果
も
期
待

さ
れ
る
と
こ
ろ
で
す
。
他
方
、
合
格
ま

で
の
所
要
年
数
が
�
年
と
も
言
わ
れ
る

課
題
に
つ
い
て
は
、
本
会
は
次
な
る
税

理
士
法
改
正
に
向
け
た
検
討
に
既
に
着

手
し
て
お
り
、
試
験
合
格
者
の
質
の
維

持
と
の
バ
ラ
ン
ス
も
踏
ま
え
て
、
引
き

続
き
検
討
を
重
ね
て
ま
い
る
所
存
で

す
。

　
そ
の
ほ
か
に
も
、
税
理
士
法
人
の
業

務
範
囲
の
拡
充
や
懲
戒
逃
れ
を
す
る
税

理
士
へ
の
対
応
の
強
化
な
ど
、
税
理
士

に
対
す
る
信
頼
の
向
上
を
図
る
た
め
の

改
正
項
目
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。

　
税
理
士
の
果
た
す
べ
き
社
会
的
役
割

は
、税
理
士
法
第
１
条
に
規
定
す
る
「税

理
士
の
使
命
」
に
基
づ
い
て
、
申
告
納

税
制
度
を
支
え
、
国
民
の
納
税
義
務
の

適
正
な
実
現
を
図
る
こ
と
に
あ
り
ま

す
。
こ
の
理
念
に
そ
っ
て
、
税
務
に
関

す
る
専
門
家
と
し
て
研
鑽
を
重
ね
、
税

理
士
業
務
を
遂
行
し
て
い
く
こ
と
が
、

税
理
士
の
存
在
意
義
を
更
に
高
め
る
と

と
も
に
、
ひ
い
て
は
税
理
士
の
社
会
的

信
頼
の
向
上
に
つ
な
が
る
こ
と
と
な
り

ま
す
。
こ
の
こ
と
を
会
員
一
人
一
人
が

強
く
意
識
し
、
改
正
税
理
士
法
の
適
正

な
運
用
に
業
界
を
挙
げ
て
取
り
組
ん
で

い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
会
員
各
位
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
今

回
の
法
改
正
を
一
つ
の
契
機
と
し
て
、

税
理
士
制
度
が
よ
り
一
層
国
民
・
納
税

者
か
ら
信
頼
さ
れ
、
社
会
の
期
待
に
応

え
得
る
制
度
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
る

た
め
に
、
専
門
家
と
し
て
の
職
責
を
自

覚
し
、
常
に
高
度
な
使
命
感
と
倫
理
観

を
持
っ
て
税
理
士
業
務
を
遂
行
さ
れ
る

よ
う
、
ご
理
解
ご
協
力
を
お
願
い
い
た

し
ま
す
。
　

　
税
理
士
法
改
正
を
含
む
「
所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
」
は
３

月
�
日
、
参
議
院
本
会
議
に
お
い
て
、
日
本
税
理
士
会
連
合
会
及
び
日
本
税
理

士
政
治
連
盟
の
役
員
ら
多
数
が
見
守
る
中
、
可
決
・
成
立
し
た
。
平
成
�
年
以

来
の
大
幅
改
正
と
な
る
今
回
の
改
正
は
、
経
済
社
会
の
デ
ジ
タ
ル
化
や
税
理
士

試
験
受
験
者
数
の
減
少
へ
の
対
応
な
ど
、
税
理
士
制
度
が
国
民
・
納
税
者
に
よ

り
一
層
信
頼
さ
れ
る
制
度
と
し
て
将
来
に
わ
た
り
維
持
・
発
展
し
て
い
く
た
め

の
意
義
あ
る
も
の
と
位
置
付
け
ら
れ
よ
う
。

法
案
の
成
立
を
見
守
る
神
津
会
長
ら
関
係
役
員

法
案
を
可
決
し
た

参
議
院
本
会
議

　
法
案
は
、
１
月
�
日
に

閣
議
決
定
さ
れ
国
会
に
提

出
さ
れ
た
後
、
２
月
１
日

に
衆
議
院
財
務
金
融
委
員

会
に
付
託
さ
れ
、
審
議
が

開
始
さ
れ
た
。
両
院
で
与

党
が
過
半
数
を
占
め
る
状

況
の
下
、
成
立
へ
の
道
筋

を
順
調
に
た
ど
り
、
２
月

�
日
に
衆
議
院
本
会
議
で

可
決
、
同
日
参
議
院
に
送

付
さ
れ
、
３
月
４
日
に
参

議
院
財
政
金
融
委
員
会
に

付
託
、
３
月
�
日
の
本
会

議
で
可
決
・
成
立
す
る
に

至
っ
た
。

　
令
和
４
年
度
税
制
改
正

大
綱
で
示
さ
れ
た
項
目
の

う
ち
、
法
律
事
項
と
な
っ

た
の
は
①
税
理
士
の
業
務

の
電
子
化
等
の
推
進
②
税

理
士
名
簿
等
の
作
成
方
法

の
明
確
化
③
税
理
士
試
験

の
受
験
資
格
要
件
の
緩
和

④
税
理
士
法
人
制
度
の
見

直
し
（
社
員
税
理
士
の
法

定
脱
退
事
由
の
整
備
）
⑤

懲
戒
処
分
を
受
け
る
べ
き

で
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て

の
決
定
制
度
の
創
設
等
⑥

懲
戒
処
分
等
の
除
斥
期
間

の
創
設
⑦
税
理
士
法
に
違

反
す
る
行
為
又
は
事
実
に

関
す
る
調
査
の
見
直
し
―

―
の
７
項
目
。
こ
の
他
①

税
理
士
事
務
所
の
該
当
性

の
判
定
基
準
の
見
直
し
②

税
務
代
理
の
範
囲
の
明
確

化
③
税
理
士
会
の
総
会
等

の
招
集
通
知
及
び
議
決
権

の
行
使
の
委
任
の
電
子
化

④
税
理
士
法
人
制
度
の
見

直
し
（業
務
範
囲
の
拡
充
）

⑤
税
理
士
が
申
告
書
に
添

付
す
る
こ
と
が
で
き
る
計

算
事
項
、
審
査
事
項
等
を

記
載
し
た
書
面
に
関
す
る

様
式
の
整
備
⑥
税
理
士
試

験
受
験
願
書
等
に
関
す
る

様
式
の
整
備
―
―
に
つ
い

て
は
、
政
省
令
・
通
達
で

手
当
て
さ
れ
る
。

　
今
後
は
、
４
月
１
日
か

ら
各
改
正
項
目
が
段
階
的

に
施
行
さ
れ
る
こ
と
と
な

る
。
日
税
連
は
、
既
に
着

手
し
て
い
る
会
則
・
規
則

等
の
見
直
し
作
業
を
進

め
、
令
和
５
年
初
頭
の
臨

時
総
会
で
の
決
定
を
目
指

す
。



税　　　理　　　士　　　界 （２）号外令和４年（２０２２年）３月２２日（火曜日） （第三種郵便物認可） 　

税理士法改正を巡る主な経緯
≪平成�年≫

９月�日　会長が制度部に「次期税理士法改正に向けた検討について」を
諮問

≪平成�年≫

５月�日　国税庁との意見交換
７月３日　国税庁との意見交換
�月５日　国税庁との意見交換

≪平成�年・令和元年≫

４月�日　制度部が会長に「次期税理士法改正に関する答申」を提出
５月�日　「次期税理士法改正に関する答申」に対する意見募集を開始
６月６日　国税庁との意見交換
�月４日　国税庁との意見交換
�月�日　国税庁との意見交換
�月�日　国税庁との意見交換

≪令和２年≫

１月�日　国税庁との意見交換
２月�日　国税庁との意見交換
３月�日　会報に「次期税理士法改正に関する答申」に対する意見募集結

果を掲載
３月�日　国税庁との意見交換
６月�日　国税庁との意見交換
７月�日　正副会長会：経過報告、意見交換
８月７日　国税庁との意見交換
９月２日　財務省主税局・国税庁との勉強会
９月�日　正副会長会：経過報告、意見交換
９月�日　理事会：経過報告、意見交換
９月�日　財務省主税局・国税庁との勉強会
�月�日　国税庁との意見交換
�月�日　財務省主税局・国税庁との勉強会
�月�日　国税庁との意見交換
�月�日　令和３年度与党税制改正大綱の検討事項に税理士法改正が記載
�月�日　会長コメント「令和３年度与党税制改正大綱について」を公表
�月�日　国税庁との意見交換

≪令和３年≫

１月�日　会長コメント「新時代における税理士業務について」を公表
１月�日　国税庁との意見交換
１月�日　正副会長会：経過報告、意見交換
１月�日　常務理事会：経過報告、意見交換
１月�日　正副会長会：経過報告、意見交換
２月�日　財務省主税局・国税庁との勉強会
２月�日　正副会長会：経過報告、意見交換
３月�日　財務省主税局・国税庁との勉強会
３月�日　正副会長会：経過報告、意見交換
３月�日　常務理事会：経過報告、意見交換
３月�日　理事会：経過報告、意見交換
４月�日　財務省主税局・国税庁との勉強会
４月�日　正副会長会：「税理士法改正に関する要望書（案）」を報告、

意見交換
５月�日　正副会長会：「税理士法改正に関する要望書」を協議決定
５月�日　財務省主税局・国税庁との勉強会
６月３日　常務理事会：「税理士法改正に関する要望書」を議決
６月�日　理事会：「税理士法改正に関する要望書」を議決（機関決定）
６月�日　財務省主税局長、国税庁長官に「税理士法改正に関する要望書」

を手交
７月９日　国税庁との意見交換
７月�日　会報に「税理士法に関する改正要望書」の解説を掲載
８月３日　自由民主党税理士制度改革推進議員連盟総会
８月�日　関東信越税理士会との意見交換会
８月�日　会長コメント「令和３年度税理士試験について」を公表
９月１日　マルチメディア研修「税理士法に関する改正要望について」を

配信
９月２日　公明党政策懇話会
９月３日　財務省主税局・国税庁との勉強会
９月６日　中国税理士会との意見交換会
９月�日　名古屋税理士会との意見交換会
９月�日　東京税理士会との意見交換会
９月�日　千葉県税理士会との意見交換会
９月�日　南九州税理士会との意見交換会
９月�日　国税庁との意見交換
９月�日　近畿税理士会との意見交換会
９月�日　正副会長会：経過報告、意見交換
�月４日　東北税理士会との意見交換会
�月�日　北海道税理士会との意見交換会
�月�日　国税庁との意見交換
�月�日　九州北部税理士会との意見交換会
�月�日　沖縄税理士会との意見交換会
�月�日　東京地方税理士会との意見交換会
�月�日　財務省主税局・国税庁との勉強会
�月�日　正副会長会：経過報告、意見交換
�月�日　四国税理士会との意見交換会
�月�日　東海税理士会との意見交換会
�月�日　全国経理教育協会との意見交換
�月�日　日本商工会議所との意見交換
�月�日　北陸税理士会との意見交換会
�月　　　自由民主党税制調査会所属議員への陳情
�月�日　正副会長会：経過報告、意見交換
�月�日　常務理事会：経過報告、意見交換
�月�日　日税連会長と日本公認会計士協会会長との会談
�月�日　自由民主党税理士制度改革推進議員連盟総会
�月�日　日税連会長、日税政会長等が鈴木俊一財務大臣と面会
�月�日　令和４年度与党税制改正大綱に税理士法改正が明記
�月�日　会長コメント「令和４年度与党税制改正大綱について」を公表
�月�日　正副会長会：経過報告、意見交換
�月�日　国税庁との意見交換
�月�日　理事会：経過報告、意見交換
�月�日　「令和４年度税制改正の大綱」が閣議決定

≪令和４年≫

１月５日　税理士法改正に係る資料を公表、各税理士会に送付
１月�日　「所得税法等の一部を改正する法律案」が閣議決定、国会提出
１月�日　正副会長会：経過報告、諸規則変更スケジュールを確認
２月１日　「所得税法等の一部を改正する法律案」が衆議院財務金融委員

会付託
２月３日　国税庁との意見交換
２月�日　「所得税法等の一部を改正する法律案」が衆議院本会議で可決
２月�日　正副会長会：経過報告、意見交換
３月４日　「所得税法等の一部を改正する法律案」が参議院財政金融委員

会付託
３月�日　「所得税法等の一部を改正する法律案」が参議院本会議で可決

・成立

　
今
般
の
税
理
士
法
改
正
に
お
け
る
各
改
正
項
目
の
施
行

日
及
び
改
正
区
分
は
次
の
通
り
。

①
税
理
士
の
業
務
の
Ｉ
Ｃ
Ｔ
化

推
進
の
明
確
化
／
令
和
４
年

４
月
１
日
（
税
理
士
の
業
務

に
お
け
る
電
磁
的
方
法
の
利

用
等
を
通
じ
た
納
税
義
務
者

の
利
便
の
向
上
等
の
規
定
を

新
設
）
、
令
和
５
年
４
月
１

日
（
税
理
士
会
及
び
日
本
税

理
士
会
連
合
会
の
会
則
に
記

載
す
べ
き
事
項
に
税
理
士
の

業
務
の
電
子
化
に
関
す
る
規

定
を
追
加
）
／
法
律

②
税
務
代
理
に
お
け
る
利
便
の

向
上
／
令
和
４
年
４
月
１
日

（
税
務
代
理
の
前
提
と
な
る

通
知
等
の
代
理
受
領
行
為
が

税
務
代
理
に
含
ま
れ
る
こ
と

を
明
確
化
）
、
令
和
６
年
４

月
１
日
（
税
務
代
理
に
含
ま

れ
な
い
代
理
行
為
に
係
る
代

理
関
係
を
税
務
代
理
権
限
証

書
の
中
で
明
示
で
き
る
よ
う

に
す
る
た
め
様
式
を
変
更
。

税
務
代
理
関
係
が
終
了
し
た

場
合
の
手
続
き
を
明
確
化
）

／
規
則
、
通
達

③
税
理
士
会
等
の
通
知
等
の
電

子
化
／
令
和
４
年
４
月
１
日

／
政
令

④
電
子
記
録
媒
体
の
見
直
し
／

令
和
４
年
４
月
１
日
／
法
律

⑤
事
務
所
規
定
の
見
直
し
／
令

和
５
年
４
月
１
日
／
通
達

⑥
受
験
資
格
要
件
の
見
直
し
／

令
和
５
年
４
月
１
日
以
後
に

行
わ
れ
る
税
理
士
試
験
に
つ

い
て
適
用
／
法
律

⑦
税
理
士
法
人
の
業
務
範
囲
の

拡
充
／
令
和
４
年
４
月
１
日

／
規
則

⑧
社
員
税
理
士
の
法
定
脱
退
事

由
の
整
備
／
令
和
４
年
４
月

１
日
／
法
律

⑨
懲
戒
逃
れ
を
す
る
税
理
士
へ

の
対
応
の
強
化
／
令
和
５
年

４
月
１
日
以
後
の
違
反
行
為

・
事
実
に
つ
い
て
適
用
／
法

律
⑩
質
問
検
査
権
の
対
象
範
囲
の

拡
大
／
令
和
５
年
４
月
１
日

以
後
に
行
う
質
問
・
検
査
等

に
つ
い
て
適
用
／
法
律

⑪
関
係
人
等
へ
の
協
力
要
請
制

度
の
創
設
／
令
和
５
年
４
月

１
日
以
後
に
行
う
協
力
要
請

に
つ
い
て
適
用
／
法
律

⑫
税
理
士
法
懲
戒
処
分
等
の
除

斥
期
間
の
創
設
／
令
和
５
年

４
月
１
日
以
後
の
税
理
士
法

違
反
行
為
・
事
実
に
つ
い
て

適
用
／
法
律

⑬
法
�
条
の
２
に
規
定
す
る
書

面
の
名
称
変
更
及
び
資
産
税

用
の
様
式
制
定
／
令
和
６
年

４
月
１
日
／
規
則
、
通
達

⑭
税
理
士
試
験
の
受
験
申
込
書

に
添
付
す
る
写
真
の
規
格
の

見
直
し
／
令
和
４
年
４
月
１

日
／
規
則

　
今
回
の
税
理
士
法
の
改

正
に
よ
り
、
税
理
士
業
務

の
デ
ジ
タ
ル
化
へ
の
対
応

を
通
じ
た
納
税
者
利
便
の

向
上
そ
の
他
の
喫
緊
の
課

題
へ
の
対
応
が
行
わ
れ
た

こ
と
は
、
極
め
て
意
味
が

大
き
く
、
日
本
税
理
士
会

連
合
会
の
ご
努
力
に
敬
意

を
表
し
た
い
と
思
い
ま

す
。

　
税
理
士
業
務
の
デ
ジ
タ

ル
化
、
多
様
な
人
材
の
確

保
の
た
め
の
試
験
制
度
の

見
直
し
な
ど
、
今
回
の
税

理
士
法
改
正
は
時
宜
に
か

な
っ
た
も
の
で
す
。

　
貴
会
及
び
税
理
士
の
皆

様
が
日
頃
か
ら
制
度
・
業

務
に
真
摯
に
向
き
合
っ
て

き
た
こ
と
の
賜
物
で
あ
る

と
思
い
ま
す
。

　
こ
の
度
の
税
理
士
法
の

改
正
を
心
よ
り
お
喜
び
申

し
あ
げ
ま
す
。

　
税
理
士
の
皆
様
が
デ
ジ

タ
ル
化
支
援
に
取
り
組
ま

れ
る
こ
と
で
、
わ
が
国
の

喫
緊
の
課
題
で
あ
る
中
小

企
業
の
デ
ジ
タ
ル
化
と
、

そ
れ
に
よ
る
生
産
性
向
上

が
実
現
す
る
こ
と
を
大
い

に
期
待
し
て
お
り
ま
す
。

　
税
理
士
の
皆
様
が
要
望

さ
れ
て
き
た
税
理
士
法
改

正
が
成
立
し
た
こ
と
を
、

心
よ
り
お
慶
び
申
し
上
げ

ま
す
。

　
コ
ロ
ナ
を
ど
う
に
か
乗

り
越
え
て
、
先
生
方
と
公

庫
の
連
携
を
更
に
強
固
に

し
、
小
規
模
事
業
者
・
中

小
企
業
の
発
展
に
貢
献
し

た
い
と
思
い
ま
す
。

　
税
理
士
業
界
の
皆
様
の

ご
努
力
が
実
り
、
こ
の
度

の
税
理
士
法
改
正
が
成
立

し
た
こ
と
を
心
よ
り
お
慶

び
申
し
上
げ
ま
す
。

　
こ
れ
を
機
に
納
税
者
と

の
信
頼
関
係
を
深
め
、
納

税
環
境
の
向
上
が
図
ら
れ

る
こ
と
を
望
み
ま
す
。

　
①
Ｉ
Ｃ
Ｔ
化
対
処
、
②

人
材
確
保
、
③
社
会
的
評

価
向
上
等
の
改
正
案
成
立

は
、
国
家
財
政
を
支
え
る

税
理
士
活
動
に
は
慶
ば
し

い
こ
と
で
す
。

　
現
場
の
折
衝
は
広
い
教

養
に
基
づ
く
、
法
律
・
通

達
の
適
用
作
業
で
す
。
日

々
の
ご
研
鑽
を
。


